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            あけましておめでとうございます 

 

          こちらは、滋賀県食品安全監視センターです 
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（１）食品表示について（シリーズ４） 

 

 

         今号では、食品表示の製造所固有記号による代替表示について解説します 

 

     ◎製造所固有記号について◎ 

 

     １．なぜ製造所固有記号制度があるの？ 

      ① 食品表示基準では、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」（注）の表示を義務 

       付けています 

 

      （注）食品の処理工程が加工と解される場合は「加工所の所在地及び加工者の氏名又は名 

        称」を輸入品である場合は「輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名又は名称」 

        を、乳である場合は「乳処理場（特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場）の所在地 

        及び乳処理業者（特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者）の氏名又は名称」を表 

        示することとなっています。 

 

      ② この「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示を、あらかじめ消費者庁長官 

       に届け出た製造所固有記号の表示をもって代えることができる制度が製造所固有記号制度 

       です。 

 

     ２．どういったときに製造所固有記号制度が使えるの？ 

      ① 製造所固有記号の表示は、原則として同一製品を２以上の製造所で製造している場合の 

       ように、包材の共有化のメリットが生じる場合にのみ認められます。 

 

      ② 製造者の住所、氏名またはは名称の次に、「+」を冠して届け出た固有記号を表示します 

 

      ③ 製造所固有記号を使用する場合には、次のいずれかの事項を表示しなければなりません 

      （ア）製造所所在地等の情報提供を求められた時に回答する者の連絡先 

      （イ）製造所所在地等を表示した Web サイトのアドレス等 

      （ウ）当該製品の製造を行っているすべての製造所所在地等 

 

 



     ３．具体的に使える時はどのような時なの？ 

      ① 所在地が異なる複数の自社工場（製造所）で製造した食品に、本社の名称及び所在地を 

       表示する場合 

       → 製造所固有記号を用いることにより、自社工場の所在地に代えて表示できます。 

 

      ② 複数の他社工場（製造所）に製造を委託している販売者が、自社の名称及び所在地を表 

       示する場合 

       → 製造所固有記号を用いることにより、委託先である製造者の名称及びその工場の所在 

       地に代えて表示できます。 

 

       なお、乳・乳製品および乳または乳製品を主原料とする食品では認められていません 

 

     ４．旧基準の製造所固有記号制度はいつまで使えるの？ 

      旧制度に基づき取得した製造所固有記号は、平成 32 年３月 31 日までに製造される一般用加工 

      食品及び消費者向け添加物に使用することができます。 
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（２）食品衛生管理の国際標準化に関する検討会最終とりまとめについて 

 

 

    厚生労働省では、平成２８年３月より「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」を開催し、 

   業界団体からのヒアリング等を行いながら、食品衛生法等におけるＨＡＣＣＰによる衛生管理の 

   制度化に向けた検討を行っていました。  

 

    今般、これまで行われてきた議論やパブリックコメントの内容を踏まえた最終とりまとめが公 

   表され、厚生労働省ホームページに掲載されましたので、お知らせします。  

 

   

   厚生労働省の【食品衛生管理の国際標準化に関する検討会最終とりまとめ】はこちら 

        ↓  ↓  ↓ 

   http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146747.html 
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（３）平成２９年度【食品衛生管理者】登録講習会について 

 

 

        公益社団法人日本食品衛生協会が食品衛生管理者の登録講習会の開催を検討するにあたり 

    【 食肉製品製造業 】および【 添加物製造業 】における当講習会の受講希望者数を把握 

    するため、受講希望者の調査をよび掛けています 

 

     登録講習会の受講を希望される方は公益社団法人日本食品衛生協会のホームページを確認いた 

    だき、受講希望調査票にてお申し込みください。 

 

   締切り：平成 29 年 1月 31 日（火） 

   宛先：FAX（03-3403-2384）またはメール（jigyouka@jfha.or.jp） 

 

 

   公益社団法人日本食品衛生協会のホームページはこちら 

        ↓  ↓  ↓ 

   http://www.n-shokuei.jp/news/2017/eiseikanrisya_tyousa.html 
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 食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  

     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  



      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（周辺は歌川広重作「近江八景」の一つ「粟津晴嵐」のモデルです） 

    

           

 ◆───―――――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－―――――――――───◆ 

 

 

      r     

      ◯     年末は、日常と違う日本の文化に触れられるいい機会です 

 .    （￣￣）    

   ミ(￣￣￣￣)彡  餅つきなどふだんつくらない食品をつくる機会もありますが、手指等の消毒  

   └┬彡八.ミ.┬┘ 器具・食品・使用水等の衛生的な取扱いに注意して、食中毒を予防しお楽しみ 

   │  ◯  │  ください 

   └───―┘   

 

         

      みなさまからのご意見・ご感想を下記アドレスまでお寄せください 

     （皆様の送付先のアドレスが変更になった場合等もお知らせください） 

                  

              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、 

      滋賀県ホームページ の「食の安全情報」にアクセスしてください 

                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/index.html 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
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